
 

半
田
市
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

半
田
市
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

半
田
市
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

半
田
市
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
十
四
年
規
則

第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
」
を
「
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
を

明
示
し
た
付
近
見
取
図
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
前

項
」
に
、
「
当
該
各
図
書
」
を
「
当
該
図
書
」
に
、
「
第
三
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


